
令和８年度 岡崎市立竜美丘小学校 部活動に係るガイドライン 

１ 本校の現状 

・本校は、バレーボール(女※)、バスケットボール(男・女)、ソフトボール(男※)、サッ

カー(男女)、吹奏楽(男女)、合唱(男女)の計７種の部活動で編成されている。児童は、

部活動に積極的に参加しており、活動の中で自身の心と体を鍛えている。 

※バレー(女)に男子、ソフトボール(男)に女子の入部は可能であるが、現在のところ大

会への参加は不可 

・部活動は 15 時 40 分に開始し、活動時間を設定している。最終下校時刻は下記２（２）

のとおりである。 

・本校の部活動は、４年生からの入部で、希望者のみ参加である。 

 

２ 具体的な活動方針 

（１）部活動運営について 

・学校は、適切な部活動運営を組織的に行うため、指導・運営体制を整備し、全職員にそ

の旨を周知させるとともに、健全な部活動運営を目指す。 

・校長は、部活動の目標や運営方針を策定し、組織全体で共有するとともに児童の実態に

応じながら部活動運営をすることを目指す。 

・顧問は、児童の安全・安心が確保されるよう、細心の注意を払って指導に当たることを

大前提とする。また、各部で学ばせたいことや活動内容を明確にするとともに、児童、

保護者と共通理解を図りながら部活動指導に当たることを目指す。 

・顧問は、部活動の目標や運営方針に従い、参加する大会、コンクール等を精選し、年間

及び月間の活動計画を作成し、校長に提出、教職員で共有する。 

（２）活動量 休養日や活動時間等 について 

ア．平日 

・活動日は、平日週２日以内で、火・金曜日に行い、月・水・木曜日は年間を通して活動

しない。（長期休業中以外） 

・活動時間は、４月～１０月、３月は 15:40～16:20 16:30に下校。 

・11月～２月の部活動はなしとする。（祝日を含めた休日、冬休みも原則練習なし） 

・活動時間は、原則４０分とする。 

イ．休日（週休日及び祝日） 

・土日のいずれかは、原則「休業日」とする。 

・年 15回を活動の上限とする。 

・毎月「第３土・日曜日」は、原則、年間を通して「休業日」とする。 

・祝日は、活動を行わない。 

・活動時間は、原則２時間以内し、長時間練習はしない。練習試合等で活動時間が長引い

た場合には他に休業日を設定したり次週の練習時間を短縮したりする。 

・大会への参加等でやむを得ず土日ともに活動する場合には、代替休業日を設定する。 



ウ．長期休業中 

・長期休業中は、原則活動をしない。 

・活動時間は原則２時間以内とし、長時間練習はしない。 

 

３ その他 

(１) 保護者との連携 

・保護者から部活動に対する理解を得るために、全部活動は６月に「部活動懇談会」を

行うこととする。懇談会では、①指導方針・理念、②活動日、③活動時間、④持ち物、 

⑤練習試合・大会の移動手段、⑥主要大会の日程、⑦ 緊急時における対策 などを保

護者に周知することで、部活動に対する理解を得て円滑な部活動運営を目指す。 

(２) 安全の確保と緊急時の対応 

・児童たちが 安全・安心に活動を行えるよう、また、緊急の事態や不測の事態に対処

できるよう、活動場所の施設・設備や道具の点検を月に１回行うこととする。もし、

不備等があり、児童の安全に支障をきたすおそれがある場合は、即座に活動を休止

し、安全確保に努める。 

・事故が発生した場合は、「校内における救急体制」に則り、迅速かつ正確に対処する。

また、いつ事故が起きても、慌てずに対処することができるよう、顧問は月に一度、

救急体制に関する文書を確認するようにし、部内での安全管理に努める。 

・事故が起こってしまった後は、速やかに管理職及び顧問によって事故原因を分析し、

安全管理と指導の在り方について点検するとともに、再発防止対策を講ずる。 

・岡崎市に高温注意情報が発せられた場合、その時間帯における屋外やエアコンが設

置されていない屋内での活動を行わない。 

・学校は、熱中症を予防するため、高温や多湿時にはＷＢＧＴ値熱中症指数に留意す

る。値が高い場合は、校内放送を活用し休憩・水分補給を呼びかける機会を設けるよ

うにする。 

・活動中は、換気や適切な服装に配慮し、エアコン、扇風機などを十分に活用し、体温

の上昇抑制に努める。 

・児童の健康を最優先に考えて計画・運営を行い、活動中のアナフィラキシーショック

の疑い、雷注意報が出されているときの落雷などへの対応ができるように職員室内

で共通理解をはかる。 

(３) 体罰・暴言の根絶 

・体罰や暴言など不適切な対応や指導は、児童たちの心身に深刻な影響を与え、顧問及

び学校への信頼を失墜させる行為となる。そのことを顧問が十分に理解し、健全な部

活動指導に生かしていく。 

(４) 部活動の見直し 

・中学校の地域ブロック部活動への移行、小学校の令和 11年度の部活動廃止に向けて

本校の部活動の見直しをはかる。 


